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保護者の方へ   

 

手足口病が出ています！ 
先月から引き続き、手足口病にかかる子が出ています。手足口病は出席停止扱いです。症状がある場合 

は、学校から「登校許可証明書」を受け取った上で、医療機関を受診してください。 

原 因……コクサッキーウイルスやエンテロウイルス      感染経路…飛沫感染・接触感染 

潜伏期間…３～５日ほど 

症 状……手のひらや足の裏、口の中などに小さな水ぶくれのような発疹ができるウイルス感染症 

治療法……抗ウイルス薬はないため、主に症状を和らげる治療      

⇒裏面もあります。 
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【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかった場合】 

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に感染してからの再登校には「登校届」が必要

となります。「登校届」は学校のホームページよりダウンロードできますので、プリントアウ

トしてお使いください。（紙でのご用意もありますので、その際は学校にお問い合わせください。） 

 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に感染した場合、インフルエンザは「発症した

後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症は「発

症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」登校を控えていただき

ます。 

それまでの「登校許可証明書」に代わり、「インフルエンザによる欠席・再登校届」「新型

コロナウイルス感染症による欠席・再登校届」を保護者等が記入し、学校に提出していただく

こととなっています。届出用紙を記入するために受診する必要はありません。なお、症状が少

しでも残っている場合や処方された薬を服薬している間は、医師の判断に従ってください。 

 

各書類の見本です。 

【インフルエンザ様症状による欠席・再登校届】   【新型コロナウイルス感染症による欠席・再登校届】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダウンロードは以下から            ダウンロードは以下から 

 

 

 

 


